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年度末・年度始め休業のお知らせとお願い

軽暖の候、皆様方におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。日頃より本校の教育活動に
ご理解ご協力を賜り深く感謝申し上げます。
さて、本校では３月２２日（金）から４月５日（金）まで年度末・年度始め休業になります。ご

家庭におかれましても、生徒が年度末・年度始め休業中に有意義な日々を過ごし、新学期に元気な
姿で登校できますよう格段のご指導をお願い申し上げます。

記

１ 規則正しい生活を送らせ、心身の健康を促してください。
・休み前までの学習を振り返らせ、新学期からより良い学校生活や学習活動ができるよう規則正
しい生活及び学習習慣の確立につきましてご指導をお願いします。

・家庭での親睦を図り、読書やスポーツの機会を持たせ、健全な心身の発達をさせてください。

２ 交通安全を意識させてください。
・道路交通法を遵守させ、交通事故にあわないよう気をつけさせてください。
・二輪車の運転免許取得・運転及び四輪自動車運転免許取得・運転は「校内交通規則」により、
原則禁止です。無断教習や無断取得・運転等は、特別指導の対象になります。四輪自動車運転
免許取得の申請は、早くても夏季休業前になりますので、ルールを厳守させてください。

・自転車通学者は、条例遵守により、保険に加入し、市販のヘルメットを購入して着用させてく
ださい。

３ 事故・非行に注意してください。
・夕刻から夜間の時間帯に女子生徒への不審者事案が多発しています。犯罪被害にあわないよう
注意させてください。

・危険が予想されるイベントや無理な日程の旅行等はさせないでください。
・宿泊を伴う場合や県外への旅行は、保護者から旅行届を届け出てください。
・飲酒、喫煙、薬物乱用、深夜徘徊、無断外泊、遊技場への出入り等をさせないでください。
・チーム（不良グループ）やバイク等への暴走行為への関わりを持たせないでください。
・夜間外出の際は、青少年育成条例に抵触しないよう注意してください。
・生徒の交友関係には十分ご配慮をお願いします。

４ 携帯電話・スマートフォンの使用に注意してください。
・ＳＮＳやネットによる事件・事故、様々なトラブルが多発しています。過去には県内の女子高
生が県外で殺害される重大な事件も発生しました。また、人間関係の悪化から生じる「いじ
め」、詐欺被害等、将来の汚点につながることもありますので十分注意させてください。つき
ましてはフィルタリングサービスの利用をお願いします。

・日常生活に悪影響を及ぼさないよう、使用状況を確認し、管理をお願いします。

５ 届け出・連絡について
・アルバイトを予定している時は、「アルバイト届」を提出させてください。
・生徒が交通事故や怪我、病気により入院する事態が起きましたら速やかに担任（学校）に連絡
してください。

・生徒用「年度末・年度始め休業中の注意事項」も配布しましたのでご確認ください。

６ 校内（校舎）立ち入りについて
・校舎内に立ち入ることができる時間は、８：３０～１６：００です。登下校時は正面玄関を利
用してください。（生徒玄関は休み中、施錠します。）

・３月２２日（金）は入試関係等のため、終日校内立入禁止になります。
・図書館は開館しません。

７ いじめの認知件数について
・今年度は複数件のいじめが認知されました。表面化はしていませんが、ＳＮＳ上では「いじ
め」に繋がりかねないような書き込みが相当数あるように感じています。引き続き注意してい
きたいと考えていますのでご協力をお願いします。

８ 休業明けの主な日程
・４月８日（月）新任式・始業式・ＬＨＲ
・緊急連絡などが発生する場合がありますので、学校からの電話連絡、メール連絡、WEBページ
（https://seiryo-hs.gsn.ed.jp/）をこまめに確認してください。

連絡先 群馬県立前橋清陵高等学校 群馬県前橋市文京町2－20－3 電話 027－221－3073

https://seiryo-hs.gsn.ed.jp/

